




建築主・事業主のみなさまへ 

入居者に、町内会・自治会への加入等の呼びかけをお願いします 

「川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱」（平成２８年９月１日施行）では、建

築主等は、地域との良好なコミュニティ形成に取り組むよう努めるとともに、入居者に対

して町内会・自治会への自発的な加入等に資する情報を提供するよう努めなければならな

いと規定するところですが、既に平成２７年４月１日に「川崎市町内会・自治会の活動の

活性化に関する条例」が施行され、住宅の建築や販売、賃貸、管理を行う事業者は、住宅

の建築等を行う場合、入居者に町内会・自治会への自発的な加入等に資する情報を提供す

るよう努めることが規定されました。

これに従い、誰もが住みやすいまちづくりに向けて、計画建物の入居者に対し、地元町

内会・自治会への自発的な加入に資する情報（計画建物の世帯数等によっては新たな自治

会の設立に資する情報）を提供するなど、計画建物の入居者が地域との良好な関係を築け

るよう、御協力をお願いいたします。

◆計画事業区域の町内会・自治会名及び連絡先が不明な場合は、各区役所地域振興課まで

お問い合せください。

・川崎区役所地域振興課 ０４４－２０１－３１３３

・幸区役所地域振興課 ０４４－５５６－６６０９

・中原区役所地域振興課 ０４４－７４４－３１５９

・高津区役所地域振興課 ０４４－８６１－３１４４

・宮前区役所地域振興課 ０４４－８５６－３１３５

・多摩区役所地域振興課 ０４４－９３５－３１３３

・麻生区役所地域振興課 ０４４－９６５－５１１３
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